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告 示■

◎群馬県告示第８６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 渋川東吾妻線 吾妻郡東吾妻町大字原町字沢尻２１７ 前 ８．２～１１．７ ２０７．８
番の１地先から同郡同町大字同字下之
町３７３番の２地先まで 後 １０．４～１６．４ ２０７．８

◎群馬県告示第８７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 川内堤線 桐生市川内町一丁目字峠５５４番の１ 前 ７．９～３７．０ ３８１．３
地先から同市堤町三丁目２６８３番の
３地先まで 後 １２．５～４１．４ ３８０．９

◎群馬県告示第８８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

第９７８５号令和２年３月２４日（火） 群 馬 県 報
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県道 川内堤線 桐生市川内町一丁目字峠５５４番の１地先から同市堤町 令和２年３月２４日
三丁目２６８３番の３地先まで

◎群馬県告示第８９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県渋川土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

一般国道 ３５３号 渋川市小野子字小野子田１９４２番の１地先から同市同 令和２年３月２４日
字同１９１５番の４地先まで

◎群馬県告示第９０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県太田土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日
道路の
種 類

県道 伊勢崎深谷線 太田市世良田町１３７４番の１地先から同市同１０８７ 令和２年３月２４日
番の１地先まで

大間々世良田 太田市世良田町１３７１番の１地先から同市同１３７２
線 番の１地先まで

綿貫篠塚線 太田市世良田町１３６１番の２地先から同市同１３５９
番の１地先まで

◎群馬県告示第９１号

車両制限令第３条第１項第３号の規定による指定の告示（平成１８年群馬県告示第２４５号）の一部を次のよう
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に改正し、令和２年４月１日から施行する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

１の表一般国道４６２号の項中「同町字同１６３１番の１０地先」を「ひろせ町４０９６番の３地先」に改め、

同表県道前橋館林線の項に次のように加える。

太田市西本町１７番の１地先から同市同町１６番の１地先まで

前橋市駒形町１３７７番地先から同市同町１４４７番の１地先まで

１の表県道前橋安中富岡線の項の次に次のように加える。

県道前橋玉村線 前橋市宮地町４７番の１０地先から同市新堀町９７５番地先まで

前橋市新堀町３６番の７地先から同市同町９７５番地先まで

１の表県道高崎伊勢崎線の項に次のように加える。

佐波郡玉村町大字上福島３５９番の１地先から伊勢崎市田中町８９４番の１地先まで

１の表県道高崎駒形線の項に次のように加える。

前橋市公田町６６９番の３地先から同市駒形町１４４番地先まで

１の表県道藤岡大胡線の項に次のように加える。

前橋市駒形町１４４番地先から同市小屋原町１４６４番地先まで

佐波郡玉村町大字福島４３４番の１０地先から前橋市東善町１４６番地先まで

１の表県道神田吉井停車場線の項の次に次のように加える。

県道松井田下仁 安中市松井田町五料４４２番の６地先から同市同町新堀１７７０番の１０４地先ま
田線 で

１の表県道深津伊勢崎線の項の次に次のように加える。

県道駒形柴町線 伊勢崎市田中町８９４番の１地先から同市同町４０８番の１地先まで

１の表県道竜舞山前停車場線の項の次に次のように加える。

県道丸山葉鹿線 太田市丸山町１４５２番地先から同市原宿町３９９８番の１地先まで

１の表県道富士山横塚線の項を次のように改める。

県道富士山横塚 沼田市横塚町字久保狩５８４番地先から同市久屋原町字下原５１番の１地先まで
線
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１の表県道新堀尾島線の項中「堀口町２９４番の１地先から」を「押切町１２７３番の１地先から」に、「太田

市亀岡町１２３番の１地先から同市堀口町２９４番の１地先まで」を「太田市堀口町２９４番の１地先から同市亀

岡町１２３番の１地先まで」に改め、同項に次のように加える。

太田市古戸町２７２番の２地先から同市同町１３０１番の２地先まで

１の表県道国定停車場線の項の次に次のように加える。

県道妻沼小島太 太田市牛沢町１１７１番の１地先から同市西本町１５番の３６地先まで
田線

２中「令和元年７月３１日」を「令和２年４月１日」に改める。

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の退任の届

出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

理 事 退 任 茂木稔大 吾妻郡東吾妻町大字植栗９３５番地１植栗

同 同 茂木二二夫 同 同 同 １１６１番地

同 同 茂木伊八 同 同 同 １２２５番地２

同 同 樹下啓示 同 同 同 １２４９番地３

同 同 茂木芳之 同 同 同 １３６３番地

同 同 茂木国彦 同 同 同 １９３０番地

同 同 荒木順一 同 同 同 １９４２番地

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第４項において準用する同法第１８条第１７項の規定により

次のとおり清算法人植栗土地改良区清算人の就任の届出があったので、同法第６８条第４項において準用する同法

第１８条第１８項の規定により公告する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

清算人
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土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所
の 別

清算人 新 任 茂木稔大 吾妻郡東吾妻町大字植栗９３５番地１植栗

同 同 茂木二二夫 同 同 同 １１６１番地

同 同 茂木伊八 同 同 同 １２２５番地２

同 同 樹下啓示 同 同 同 １２４９番地３

同 同 茂木芳之 同 同 同 １３６３番地

同 同 茂木国彦 同 同 同 １９３０番地

同 同 荒木順一 同 同 同 １９４２番地
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選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第１８号

神流町選挙管理委員会は、次の施設について公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条第１項第３号

の施設の指定を取り消した。

令和２年３月２４日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

施設の名称 所在地 種別 収容人員 面積 指定取消年月日

神流町緑地等管理中 多野郡神流町神ヶ原５３ ふるさ ３５０人 ４３０㎡ 平成３１年２月５日
央センター －２ と交流

館

◎群馬県選挙管理委員会告示第１９号

身体障害者支援施設または保護施設の長が不在者投票管理者となるべき施設の指定（昭和４３年群馬県選挙管理

委員会告示第１２号）の一部を次のように改正する。

令和２年３月２４日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

「桐花園 桐生市広沢町一丁目２６４７
表１の項中「桐花園 桐生市広沢町一丁目２６４７」を

みつみね寮 同 川内町五丁目１１９９番地」

に改める。

公安委員会規則■

群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月２４日

群馬県公安委員会委員長 金 子 正 元

群馬県公安委員会規則第４号

群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

別表第３国道４６２号の項中「群馬県伊勢崎市八斗島町字北孫山１６３１番地５７から群馬県伊勢崎市八斗島町

「群馬県伊勢崎市八斗島町字北孫山１６３１番地５７から群馬県伊勢崎市八斗
字北孫山１６３１番地１０まで」を

群馬県伊勢崎市八斗島町１６００番地１３から群馬県伊勢崎市ひろせ町４０

島町字北孫山１６３１番地１０まで
に改め、同表主要地方道前橋館林線の項中「群馬県太田市東本町２５番９号

９６番地３まで 」

「群馬県太田市東本町２５番９号から群馬県太田市龍舞町１１９番地
から群馬県太田市龍舞町１１９番地まで」を 群馬県前橋市駒形町１３７７番地から群馬県前橋市駒形町１４４７

群馬県太田市西本町１７番１号から群馬県太田市西本町１６番１号

まで
番地１まで に改め、同表主要地方道前橋安中富岡線の項の次に次のように加える。
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まで 」

主要地方道前橋 群馬県前橋市宮地町４７番地１０から群馬県前橋市新堀町９７５番地まで
玉村線 群馬県前橋市新堀町３６番地７から群馬県前橋市新堀町９７５番地まで

別表第３主要地方道藤岡本庄線の項の次に次のように加える。

主要地方道高崎 群馬県佐波郡玉村町大字上福島３５９番地１から群馬県伊勢崎市田中町８９４番地１まで
伊勢崎線

別表第３主要地方道高崎駒形線の項中「群馬県高崎市住吉町８番地１から群馬県前橋市公田町６７４番地１ま

「群馬県高崎市住吉町８番地１から群馬県前橋市公田町６７４番地１まで
群馬県前橋市公田町６６９番地３から群馬県前橋市亀里町３２７番地３まで

で」を に改め、同表主要地方道
群馬県前橋市亀里町３２７番地３から群馬県前橋市下佐鳥町４６６番地３まで
群馬県前橋市下佐鳥町４６６番地３から群馬県前橋市駒形町１４４番地まで 」

藤岡大胡線の項中「群馬県前橋市小屋原町字川岸１４６５番地１から群馬県前橋市小島田町字蛙田１番地１まで」

「群馬県前橋市小屋原町字川岸１４６５番地１から群馬県前橋市小島田町１番地１まで
群馬県前橋市駒形町１４４番地から群馬県前橋市小屋原町１４６４番地まで

を 群馬県佐波郡玉村町大字藤川３２番地６から群馬県前橋市東善町１４６番地まで に改め、
群馬県佐波郡玉村町大字上福島３５９番地１から群馬県佐波郡玉村町大字藤川３２番地６まで
群馬県佐波郡玉村町大字福島４３４番地１０から群馬県佐波郡玉村町大字上福島３５９番地１まで」

同表主要地方道神田吉井停車場線の項の次に次のように加える。

主要地方道松井 群馬県安中市松井田町五料４４２番地６から群馬県安中市松井田町新堀１７７０番地１０
田下仁田線 ４まで

別表第３県道深津伊勢崎線の項の次に次のように加える。

県道駒形柴町線 群馬県伊勢崎市田中町８９４番地１から群馬県伊勢崎市田中町４０８番地１まで

別表第３県道上日野藤岡線の項の次に次のように加える。

県道丸山葉鹿線 群馬県太田市丸山町１４５２番地から群馬県太田市原宿町３９９８番地１まで

別表第３県道由良深谷線の項の次に次のように加える。

県道新堀尾島線 群馬県太田市古戸町２７２番地２から群馬県太田市古戸町１３０１番地２まで
群馬県太田市押切町１２７３番地１から群馬県太田市堀口町２９４番地１まで

別表第３県道国定停車場線の項の次に次のように加える。

県道妻沼小島太 群馬県太田市牛沢町１１７１番地１から群馬県太田市西本町１５番３６号まで
田線

別表第３市道００－０７９号線の項の次に次のように加える。

市道００－１０ 群馬県前橋市力丸町２７３番地２から群馬県前橋市力丸町４２１番地まで
６号線
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別表第３市道００－１４２号線の項の次に次のように加える。

市道００－２７ 群馬県前橋市力丸町４６６番地から群馬県前橋市力丸町４７０番地１まで
４号線

市道００－２７ 群馬県前橋市西善町７０５番地から群馬県前橋市房丸町２２番地１０まで
７号線

市道００－３２ 群馬県前橋市房丸町４７番地２から群馬県前橋市力丸町２７３番地２まで
９号線

市道１４－３３ 群馬県前橋市力丸町４８２番地から群馬県前橋市力丸町４８４番地まで
５号線

市道１４－３３ 群馬県前橋市力丸町４８２番地から群馬県前橋市力丸町４７０番地１まで
６号線

別表第３市道太田高林三入６６９号線の項の次に次のように加える。

市道太田流通団 群馬県太田市清原町５番地８から群馬県太田市清原町３番地４まで
地８８２号線

市道太田流通団 群馬県太田市清原町６番地３から群馬県太田市清原町２番地５まで
地８８５号線

市道太田流通団 群馬県太田市清原町５番地１から群馬県太田市清原町３番地２まで
地８８６号線

市道太田流通団 群馬県太田市清原町９番地１から群馬県太田市清原町２番地１まで
地８８８号線

市道太田本町鳥 群馬県太田市西本町１７番１６号から群馬県太田市鳥山町８８１番地７まで
山下町１４０２
号線

市道太田強戸町 群馬県太田市強戸町１６２番地１８から群馬県太田市強戸町１６２番地１０まで
緑町１４１２号
線

別表第３市道１級４号線の項中「群馬県太田市清原町２番地３１から群馬県太田市只上町１０５４番地まで」を

「群馬県太田市清原町２番地３１から群馬県太田市只上町１０５４番地まで
に改め、同項の次に次のように加え

群馬県太田市原宿町３１１９番地から群馬県太田市清原町２番地５まで 」

る。

市道１級１０号 群馬県太田市鳥山下町８８１番地７から群馬県太田市強戸町１４５２番地１まで
線

別表第３市道（東）３－１１０号線の項の次に次のように加える。

市道横塚中央線 群馬県沼田市横塚町１１４９番地３から群馬県沼田市横塚町３０８番地５まで
群馬県沼田市横塚町５４７番地１から群馬県沼田市横塚町１１４９番地３まで

別表第３に次のように加える。
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町道０１０９号 群馬県前橋市力丸町４２１番地から群馬県佐波郡玉村町大字藤川１５４番地３まで
線

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

病院事業告示■

◎病院事業告示第１号

群馬県病院事業の設置等に関する条例の規定により病院事業の管理者の権限を行う知事が定める額の告示（平成

２５年群馬県病院事業告示第３号）の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和２年３月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

表県立がんセンターの部胸部悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法（乳がん（従来の外科的治療法の実施が困難
しやく

なもの又は外科的治療の実施により根治性が期待できないものに限る。））の項を次のように改める。

胸部悪性腫瘍に対するラ

ジオ波焼灼療法（患者申
しやく

１回につき ４６３,７００円
出療養制度によるものに
限る）

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和２年３月２４日

群馬県下水道総合事務所長 木 村 正 明

１ 落札に係る購入等件名及び数量 県央水質浄化センターほか４施設で使用する電気 年間予定使用電力量 ２１，

０３４，６００ｋＷｈ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県下水道総合事務所 群馬県佐波郡玉村町大字上之

手１８４６番地１

３ 落札者を決定した日 令和２年２月５日

４ 落札者の名称及び所在地 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

５ 落札金額 ３１６，６２９，５７７円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和元年１２月２０日

次のとおり落札者を決定した。

令和２年３月２４日

群馬県下水道総合事務所長 木 村 正 明
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１ 落札に係る購入等件名及び数量 桐生水質浄化センターほか２施設で使用する電気 年間予定使用電力量 ２，

９０６，６００ｋＷｈ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県下水道総合事務所 群馬県佐波郡玉村町大字上之

手１８４６番地１

３ 落札者を決定した日 令和２年２月５日

４ 落札者の名称及び所在地 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

５ 落札金額 ４８，６５３，３４５円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和元年１２月２０日

次のとおり落札者を決定した。

令和２年３月２４日

群馬県下水道総合事務所長 木 村 正 明

１ 落札に係る購入等件名及び数量 奥利根水質浄化センターほか２施設で使用する電気 年間予定使用電力量

３，０４３，５００ｋＷｈ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県下水道総合事務所 群馬県佐波郡玉村町大字上之

手１８４６番地１

３ 落札者を決定した日 令和２年２月５日

４ 落札者の名称及び所在地 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

５ 落札金額 ４９，５８１，６６６円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和元年１２月２０日

次のとおり落札者を決定した。

令和２年３月２４日

群馬県下水道総合事務所長 木 村 正 明

１ 落札に係る購入等件名及び数量 西邑楽水質浄化センターで使用する電気 年間予定使用電力量 １，９４９，

８００ｋＷｈ

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県下水道総合事務所 群馬県佐波郡玉村町大字上之

手１８４６番地１

３ 落札者を決定した日 令和２年２月５日

４ 落札者の名称及び所在地 東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

５ 落札金額 ３１，９７８，６８３円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和元年１２月２０日
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